






要約:都道府県の母子保健主管部長に対する、母子保健の法制度に関するアンケート調査結

果によって、次ぎのことが明らかとなった.母子保健の法制度は社会経済環境などの変化に

応じた適切な対応を必要とし、その法制度は総体的部分的を含めて「再検討すべきである」

との回答が 92.5%を占めた. 

母子保健サービスの実施主体が市町村に移行した場合の利点を複数回答でみると、「地域住

民に密着した母子保健サービスが可能となる」が 82.5%で最も多く、続いで「継続的な健

康管理活動ができる」が 62.5%であった.母子保健サービスの実施主体が市町村に移行した

場合の条件や課題の複数回答では、「マンパワーの確保と配置」か 95.0%と最も多く、続い

て「予算の確保」77.5%であった.また「技術支援システムの整備」、「行政での連携システ

ムの整備」は、各々75.O%と 67.5%であり、都道府県保健所の支援が不可欠であることを示

唆している. 

母子保健サービスでの都道府県(保健所)と市町村の今後の役割分担については、総体的部

分的を含めて「再検討すべきである」との回答が 92.5%を占めた. 


